
■集中連載■ クラウドワ ー クの進展と労働法の課題

アメリカにおけるプラットフォ ー ム経済の進

展と労働法の課題

I. はじめに

いわゆるクラウドワ ークとは， 発注者（ク

ラウドソ ー サ ー）が， 仲介事業者（プラット
フォ ー マ ー）の提供するオンラインのプラッ
トフォ ー ムを介して， 特定または不特定の人
に業務を委託する仕組みを指す。 このクラウ
ドワ ー クは， 就労者に対するレ ーティング評

価等の監視を通じて， 新たな形態の「電子的
従属」を生み出す可能性がある心では労働

法は， 具体的にいかなる影響を受け， どのよ
うな対応が求められるだろうか。 その答えは

もとより，雇用システムや労働法制に応じて，
国ごとに様々に異なるであろう。 本稿の目的
は， クラウドワ ークをめぐる諸外国の議論状

況のフォロ ー アップという本連載の趣旨に即
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し て， アメリカの「プラ ット フ ォ ー ム 経

済2) 」をめぐる状況と議論とを 日本の読者
に紹介することにある。

アメリカにおけるプラットフォ ー ム経済と

労働法の課題は， すでに複数の先行研究が紹
介しており3) ' 筆者も紹介を試みたことがあ
る4) 。 しかし， 筆者の旧稿においては社会的

実態の紹介に力点を置いており， 法的議論の
紹介は必ずしも十分ではなかった。 また， プ

ラットフォ ー ム経済をとりまく状況もめまぐ
るしく変化している。 そこで改めて， アメリ
力におけるプラットフォ ー ムを通じた就労の

社会的実態と， 司法的・立法的対応の現状を
概観するとともに(II) , アメリカにおける
学説が， プラットフォ ー ム経済へどのような

対応を試みているのが その模索の一端を紹
介することとしたい（皿）。 最後に， 本稿の

1) 石田奨「クラウドワ ークの歴史的位相」季刊労働法259号(2017年） 75頁。 レ ー ティング評価が監視として機能するの

は． 多くのプラットフォ ー ムにおいて就労者の評価スコアが一定の値（他の就労者の平均値等）より悪くなると ， 当該プ

ラットフォ ー ムで就労できなくなる等の措置がとられうるからである。

2) アメリカにおけるこの新たな経済現象は． 論者により多様な名前で呼ばれている。 例えば労働力や資産の共有が進む

こと を強調する文脈ではSharing Economy. プラットフォ ー ムを通じた就労を強調する文脈ではPlatform Economy, 就労

の短期性· 不安定性を指し示す文脈ではGig Economy, 労働力の即時調達性を強調する文脈ではOn-Demand Economy等

である。 本稿では就労全体ではなく ， 特にクラウドワ ークに焦点を当てるため． 「プラットフォ ー ム経済」の語を用 いるこ

と としたい。

3) 中村天江「プラットフォ ー マ ー と扉われない働き方」季刊労働法256号(2017年） 68頁． 國武英生「シェアリング ・ エ

コノミ ー と雁用関係ー 一ー アメリカとイギリスにおけるUber訴訟をめぐる覚書」季刊労働法257号(2017年） 1 39頁， オカケ

イコ「ギグエコノミ ー における働き方と労働者性：米国を例として」阪大法学67巻3号· 4号(2017年） 605頁， 山崎惑

「「屈わ れ な い労 働」と「元請け下請け関 係」―どちら の方向に 進 むの か 」http://www.jil.go.jp/foreign/labor_ 

system/2018/01/usa.html (最終閲翌日： 2018年3月29日）。

4) 藤木貴史「アメリカにおけるギグ ・ エコノミ ーをめぐる政策議論」連合総研「非正規労働問題の今後の課題を探る一

非正規労働の現状と労働組合の対応に関する国際比較調査報告習J(2017年） 155頁(http://www.rengo-soken.or.jp/report_ 

db/file/1509524389_a.pdf) 。
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内容を要約して結びとする(IV)。

II. プラットフォ ー ム経済の現状

1 . 社会的状況
まず ， プラットフォ ーム経済のおかれた社

会的状況を概観しよう叫具体的には ， ①ア
メリカにおいてはプラットフォ ーム経済の類
型化がさほどなされておらず ， あえて言えば
対面型のプラットフォ ー ムが中心であるこ
と， ②就労者は約1000万人から約4000万人と
推計されていること ， ③プラットフォ ーム就
労者の属性は伝統的就労者のそれと大差ない
こと ， ④収入は副次的であることが多く， ま
た男女間でも差があること， ⑤就労者は， 補
完的な収入や在宅や労働時間を決められるこ
とをメリットと感じているが収入・仕事が
不安定な点， 待遇が不公正な点に不満を感じ
ていること， である。

(1)プラットフォ ー ム経済の主たる領域と
類型
アメリカの特徴は ， クラウドワ ー クを類型

化するという視点が希薄であることである。
例えば日本においては， クラウドワ ー クを単
ーの仕組みとしてではなく， 複数の類型から
なるものと認識するのが一般的である。 クラ

ウドワ ー クの説明においてしばしば参照され

る『中小企業庁白書』は ， ①「制作期間や成
果物が決まっているプロジェクト単位で行わ
れる仕事」を対象とするプロジェクト型， ②

「ある決まった成果物を提出する仕事」を対
象とするコンペ型， ③「非常に簡単な作業に

よる成果物を提出する仕事」を対象とするマ
イクロタスク型， の三類型を示している凡
さらに ， これら狭義の「クラウドワ ー ク」の
本質は， 隔地者間での労働力利用（＝非対面
型）に求められるとして， 法的な議論を進め
るに際しては， 就労者がプラットフォ ームを
通じて契約を締結後に消費者と対面して労務
を提供する「対面型」を 上記「非対面型」
三類型とは区別する必要があることも指摘さ
れている叫

これに対して， アメリカにおいては， 上記
の対面型と非対面型を区別する論考は散見さ
れるものの見管見の限り ， それ以上に詳細
な類型化がなされることはなく， 「プラット
フォ ーム経済」の名の下に一括して法的な議
論が展開されている。 さらにいえば多くの
場合， プラットフォ ーム経済の下で主として
念頭に置かれているのは「対面型」である。
なぜならばアメリカにおけるプラットフォ
ームは ， ライドシェアやサ ー ビス提供等， 対
面型の領域において特に普及しているからで

表1 アメリカ成人人口に占めるユ ー ザ ー経験者・就労経験者の割合

ユ ー ザ ー 経験就 労経験者
者の割合（※）の割合（※）

ライド・シェアリング 22% 10% 
宿泊施設の共用 19% 9% 
サ ー ビス提供 17% 11% 
乗用車の共用 14% 6% 
食料品等の配達 11% 7% 
（※）割合は各経験者をアメリカの成人人口全体で除したもの。
【出典】註11

代表的なプラットフォ ーム

Uber, Lyft. Sidecar 
Airbnb, Vrbo, Homeaway 
Handy.com, Care.com, TaskRabbit 
Car2Go, Zipcar, Getaround 
Instacart, Postmates, Caviar 

5) 紙幅の関係上 ， 統計等のより詳細な情報については， 藤木・前掲註4)を参照されたい。
6) 中小企業庁「平成2 6 年版中小企業庁白書J (2014年） 378頁。

7) 毛塚勝利「クラウドワ ー クの労働法学上の検討課題」季刊労働法259号(2017年） 5 4頁 ， 浜村彰「プラットホ ー ムエコ
ノミ ー と労働法上の使用者」労働法律旬報1895号(2017年） 18頁。
8) Valerio De Stefano, The Rise of the']ust-In-T1me Workforce": On-Demand Work, Crowdwork, and Labor 

Protection in the "G磨Economy" , 37 COPM. LAB .L. & PoL·Y J. 471, 473 (2016) . なお， 箪者は前掲注4)において分類
を試みたが必ずしも他の論者に共有されているわけではないため， 本稿では日本における分類を用いて論述を進める。
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ある（表1)。 この点に ， アメリカの大きな

特徴がある。

(2)プラットフォ ー ム就労者の規模

民間調査によれば プラットフォ ー ム就労

者の数は， 約1030万人や叫約llOO万人IO) ' あ

る い は約4500万人 と様々に 推 計 さ れ て い

る叫この差は， プラットフォ ー ム就労者の

定義の違い12) により生じていると考えられる

が ， 多く見積もると ， 労働力人口の1割前後

がプラットフォ ー ム経済に従事していること

になる。

(3)就労者の属性

プラットフォ ー ム就労者は， 性別 ， 年齢，

人種， 居住地または学歴等の点で， 伝統的な

雇用就労者と異なる特徴を持つのだろうか。

現在のところ， 各種推計において， プラット

フォ ー ム就労者の属性が ， 雇用就労者のそれ

と大きく異なることは実証されていない。 た

だし， 対面型やマイクロタスク型の一部プラ

ットフォ ー ムにおいては， 高学歴の傾向があ

るとされている13
\

(4)就労者の収入の性質

プラットフォ ー ムでの就労により得られる

収入は， どのような性質のものと考えるべき

だろうか。 ある推計によれば， プラットフォ
ー ムから得られる収入は平均して1月当たり

533ドルであり， これは月平均総収入の33%

を占めているに過ぎない14) 。 さらに， ①プラ

ットフォ ー ムで継続して就労する者が少な

< 15), とくにその傾向は， 本業を持つ者， 総

収入が比較的高い者， および若年層に顕著で

あること 16\ ②プラットフォ ー ムで働いた月

と働かなかった月の間に平均賃金収入の差は

なかったこと叫③自営的就労者は全体とし

て「自らの選択により」「副次的収入源」と

して利用する傾向があること18) ' などを踏ま

えれば， 現段階におけるプラットフォ ー ム経

済は ， 主たる職業を持つ人により， 収入下落

を補うための副業として利用されている， と

考えるのが自然である。 ただし， プラットフ

ォ ー ムからの収入に全収入の4分の 3以上を

依存している就労者は， プラットフォ ー ム就

労者全体の25%に上るとの推計もあり19)
,

定数の専業就労者が存在することにも留意す

べきである。

9) DIANA FARRELL & FIONA GREIG, JPMORGAN CHASE INST .. PAYCHECKS, PAYDAYS, AND ONLINE

PLATFORM ECONOMY: BIG DATA ON INCOME VOLATILITY 7, 21-22 (Feb., 2016) , ava1Jable at, https://www 

jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-volatility- 2-report.pdf (last visited on Sept. 26. 2016) 

[Hereinafter. JPMORGAN ( 1 )  ] 

10) JAMES MANYIKA ET AL., MCKINSEY GLOBAL INST., INDEPENDENT WORK: CHOICE. NECESSITY. AND 

THE GIG ECONOMY 37 (Oct .. 2016) . ava1Jable at, http://www.mckinsey.com/"/media/McKinsey/Global%20Themes/ 

Employment%20and%20Growth/Independent%20work%20Choice%20necessity%20and%20the%20gig%20economy/

Independent-Work-Choice-necessity-and-the-gig-economy-Full-report.ashx (last visited on Oct. 29, 2016) 

11) Katy Steinmetz, Exclusive: See How B慮the G1'g Economy Really Is. TIME (Jan. 6.2016) , available at http:/ /time. 

com/4169532/sharing-economy-poll/ (last visited Mar. 29, 2018) 

12) 一度でも就労経験がある者を対象とする推計もあれば， 継続的な就労経験がある者のみを対象とする推計もある。

13) Janine Berg, Income Security 1n the On-Demand Economy: F1'nd1'ngs and Policy Lessons limn a Survey of 

Crowdworkers. 37 COMP. LAB. L. & PoL·Y J. 543, 550 (2016) : Alan B. Krueger & Jonathan V. Hall, An Analysis of tbe 

Labor Market for Ubers Driver-Partners 1nめe United States. 7-9 (Working Paper (Princeton Univ. Indus. Rel. Sec.) 

#587, Jan. 22, 2015) , available at http://arks.princeton.edu/ark:/88435/dsp0l0z708z67d (last visited on Feb. 17, 2017) . 

14) JPMORGAN ( 1 )  . supra note 9, at 24. 

15) 就労者が1年を超えてプラットフォ ー ム上でキャリアを重ねる割合は48%にすぎない。 DIANA FARRELL & FIONA 

GREIG. JPMORGAN CHASE INST .. THE ONLINE PLATFORM ECONOMY: HAS GROWTH PEAKED? 10-11 (Nov 

2016) , ava1Jable at. https://www.jpmorganchase.com/corporate/institute/document/jpmc-institute-online-platform-econ

brief.pdf (last visited on Mar. 29, 2018) 

16) Id. at 12-14. 

17) JPMORGAN ( 1 ) , supra note 9, at 26 

18) MANYIKA ET AL.. supra note 10, at 48 

19) JPMORGAN ( 1 )  . supra note 9. at 24-25. 
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なお， プラットフォ ー ム上の収入の多寡に

ついて， 性別により差があることが指摘され

ている。 それによれば， プラットフォ ー ム上
から， 就労者のプロフィー ル ・ データ（①職

業②希望時間給 ， ③フィードバック ・ スコ

ア， ④総労働時間⑤勤続年数， ⑥教育の程
度） を抽出したところ， 平均して， 女性の時

間給(28.20ドル）は男性の時間給(45.07ドル）

よりも37%程度低い（次頁表2) 20)。

(5)就労者の満足度と不満

ある調査では， 就労経験者に対して， ①就

労経験が好ましいものであったか， ②国家は
プラットフォ ー マー ヘの規制を行うべきか，

を問うている。 質問①に対して， 就労者の71

％が肯定的に回答した一 方で， 質問②に対し

ても， 賛成する就労者が36~47%程度存在し
た叫では， プラットフォ ー ム経済のどのよ

うな点が望ましく， どのような点が望ましく

ない， と彼らは感じているのだろうか。 マイ

クロタスク型のプラットフォ ー ムについて
ILOが行った調査によれば， プラットフォ ー

ムでの就労をする理由として， 「収入を補う

ため」と「在宅で仕事をするため」が多かっ

た22)。 これに対して， 就労者の不満として代

表的なものは， ①収入が低く不安定であるこ
と， ②仕事の継続が不安定であること， ③苦

情処理やレ ー ティング評価等における不透

明・不公正な待遇， などである23) 。 とりわけ，

レ ー ティング評価に対する就労者の不満は根

強く， これが原因で紛争が生じることも少な

くない24)。

2. 法的状況

以上の実態のもとで， プラットフォ ー ム経

済に関する労働法上の紛争がアメリカにおい
ても生じるようになっている。 紛争の代表的

な類型は， 次のようなものである。

アメリカ労働法は， 一 部の例外を除き25)
'

就労者が「被用者(employee)」であれば保

設を 与 え， 「独 立 契 約 者(independent

con tractor)」には保護を与えないという ，

オー ル ・ オア ・ ナッシングの二元的な仕組み

をとっている2
6
)。 そして多くの対面型のプラ

ットフォ ー ムにおいて， 規約上， プラットフ

ォ ー ム就労者は被用者ではなく独立契約者と

されている27)。 そのため ， 就労者は， 被用者

ならば得られるはずの法的保護を受けること

ができない。 そこで， 自らが独立契約者とさ

れるのは誤分類(misclassification)であり，

本来は連邦法上または州法上の被用者に当た

るとして， プラットフォ ー マー を相手取り，

クラス ・ アクションを通じて， 地位確認ない

し損害賠償を請求する， という類型の訴訟が

頻発している2
8
)。 これらの訴訟でしばしば依

拠される法律は， 連邦法では公正労働基準法

20) Arianne Renan Barzilay & Anat Ben-David, Platform Inequality-Gender 1nゆeGぼEconomy, 47 SETON HALL L. 

REV. 393, 410-411 (2017) . 調査対象者は. 2015年6月から2016年3月までにプラットフォ ー ムを通じて就労し たアメリカ

の 自然人 24,000人のうち ． 写真と 名前から性別を80%以上の確度で特定できた就労者 4669名である。

21) Steinmetz. supra note 11

22) Berg. supra note 13. at 552-554. ま た対面型プラットフォ ー ムの代表であるUberの就労者への調査でも , Uberで就

労する理由は． 「もっと収入を得るため」(91%), 「スケジュ ー ルを自分で決められる」(87%). 「フレキシビリティがあり

家庭生活とバランスを取れる」(85%)などであった 。 Krueger & Hall, supra note 13 at 10-11 

23) Berg. supra note 13. at 556-562 

24) See, e.g., 0℃ onner v. Uber, 82 F. Supp. 3d 1133, 1151 (N.D. Cal., 2015) : Cotter v. Lyft. 60 F. Supp. 3d 1067. 1073 

(N.D. Cal., 2015) 

25) 人種を理由とする意図的差別に対しては独立契約者にも差別禁止の保設が及ぷ（人種 以外の 理由に基づく差別 ． ま

たは間接差別については， 保護が及ばない）。 See. 42 U.S. Code§1981 (2016) 

26) 被用者に該当するか否かは， 法律の目的に応じて①コモンロ ー 上のコントロ ー ル権テスト(right to control test). 

②経済的現実性テスト(economic reality test)など ， 様々な基準により判断される。 詳細については 国武・前掲注3 )

143-144頁藤木・前掲注4) 167-169頁参照。

27) ただし ， 食料品配達分野のInstacartやMunchery等 一 部のプラットフォ ー ムでは， 規約において就労者を被用者

と定めている。

28) 2016年段階での判例の網羅的検討として . Miriam A. Cherry, Beyond Misclass1fication: The Dぽital Transformation 

of Work. 37 COMP. LAB. L. & POL'Y. J. 577. 584 -594 (2016) 
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表2 時間給の対数についてのT検定
カテゴリ ジェンダ ー 総数（名）

会計 ・ コンサルタン 女性 204 
卜 男性 186 

アドミン ・ サポ ート 女性 278 

男性 84 

顧客サー ビス 女性 273 

男性 101 

デー タ分析 女性 121 

男性 318 

デザイン ・ クリエイ 女性 162 

ティブ作業 男性 205 

エンジニア ・ アー キ 女性 60 

テクチャ ー 男性 289 

IT ・ ネットワ ー ク 女性 64 

男性 281 

法律 女性 302 

男性 129 

販売・ マ ー ケティン 女性 213 

グ 男性 195 

翻訳 女性 292 

男性 155 

ウェプサイトやアプ 女性 98 

リの開発 男性 270 

執筆 女性 254 

男性 135 

総計 女性 2321 

男性 2348 

'P<0.5 " P<O.l ... P <0.01 

【出典】註20表 1 (410-411頁）

（最低賃金および割増賃金条項）， 州法では各

州の最低賃金法や， 各種社会保険制度の根拠
法あるいは業務費用の控除を禁止したカリ

フォルニア1'1-1法29) 等であり， 個別法分野の法
規が多い30\

では， これらの紛争はアメリカ法の下でど

のように解決されているだろうか。 まず， ①

司法的対応について， 州裁判所や行政機関は

被用者性を肯定する場合と否定する場合の双

方があること， しかし影響力の大きい連邦裁

平均額（米＄） 標準偏差 女性賃金 有意性

36.52 

58.96 

23.86 

35.03 

17.26 

26.97 

36.65 

45.83 

33.50 

35.13 

26.45 

41.31 

32.72 

50.01 

28.80 

77.93 

32.50 

48.10 

22.57 

27.03 

35.41 

47.38 

29.13 

37.10 

28.20 

45.07 

の男性比
46.05 -38%

＊＊＊ 

55.34 

14.99 -32%
... 

25.79 

10.03 -36%
... 

27.55 

40.33 -20%
... 

34.66 

24.87 -5%

23.53 

15.69 -36%
●●● 

26.08 

24.60 -35%
... 

40.61 

31.86 -63%
●●● 

71.04 

22.44 -32%
... 

36.69 

13.78 -17%

22.06 

19.45 -25%
..

37.67 

21.15 -21%

35.27 

26.01 -37%
．．． 

39.65 

判所は被用者性を否定する方向に傾きつつあ

ること， を紹介する。 そのうえで， ②立法的

対応について， 連邦よりも州や地方自治体が
中心となっていること， とくにシアトル市で

は独立契約者にも保設を及ぼす条例を制定し

ており注目されること を明らかにしたい。

(1)司法的対応

行政機関や州裁判所においては， 被用者性

を肯定した例も否定した例もともに見られ

29) Cal. Lab. Code§2802 (a) (Deering 2017) . カリフォルニア州法が用いられることが多いのは ， 訴訟の大部分がカリ

フォルニア州で提起されているからである。 その理由としては 同州の労働法制が就労者に比較的有利と考えられているこ

とや ， シリコンバレ ー のある同州でプラットフォ ー ムの立ち上げが行われることが多いことがある。

30) 集団法分野においては ， 使用者による意図的な誤分類を ， NLRA8条( a )(1)の不当労働行為として位骰づける動

きがあり ， 注目される。 See, Advice Memorandum, From Barry J. Kearney. Assoc. Gen. Counsel. to Olivia Garcia. Reg'! 

Dir., Region 21. NLRB (21-CA-15087 5. Dec. 18, 2015) 
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る。肯定例として， 例えばニュ ー ヨ ー ク州で

は， 労働省がUberの元ドライバ ーを州失業

保険法上の被用者と認めた例3
1)• カリフォル

ニア州では， 労働委員会がUberの元ドライ

バ ー を）+I法上の被用者と認め ， 業務費用の返

還を命じた例がある32) 。これに対してフロリ

ダ州では， 州地方裁判所が ， 州労災保険法上

の被用者性を否定した例がある33) 。

もっとも， これらの判決の射程は， 当該判

決が下された州に限定される。それゆえ， 影

響力という点では， 連邦裁判所の判決がより

重要な地位を占めることになる。連邦裁判所

は 現在のところ ， 代表的な対面型のプラッ

トフォ ー マ ー であるUberやLyftの就労者

が被用者に当たるか否かにつき ， 結論を下し

ていない34)。しかしながら， 食品配達分野の

プラットフォー マ ーGrubHubの就労者につ

いては， 2018年2月8日に被用者性を否定す

る判決を下した35) 。これは， プラットフォー

ム就労者の被用者性について初の連邦裁判所

判決であり， 重要であると思われるので詳し

く紹介したい。

事案の概要は次の と お りである。 被告

Grubhub (以下G)は，
レストランから顧客

宅までの料理の配送を主たる業務とする会社

である。2016年6月までに， カリフォルニア

州においては約4000人のドライバ ー が， いず

れも「独立契約者」として， G社と「配達サ
ー ビス提供契約」を締結していた

36)(次頁表

3)。プラットフォー ムヘの登録に際しては，

事前の教育訓練はなく， 第三者によるドライ

バ ーの経歴チェックがなされていた(G社の

最終確認つき）。また， 実際の就労は ， ①G

社の作成したシフト表にそって， ドライバー

が事前にシフト単位で1週間分の就労時間を

登録しておく （登録希望者の多い時間帯は先

着順）， ②登録された時間帯となり， ドライ

バ ー が担当地域にいることがG社により確認

されれば， ドライバ ーに対し注文が機械的に

割り振られる（確認されなければ自動でシフ

ト表から外される）， ③ドライバ ー が注文に

応じて食料品を配達する， という形で行われ

ていた。配達経路についてG社から指示はな

く ， 到達ノルマ時間もなかった。

原告ドライバーは， 2015年8月28日にG社

と「配達サ ー ビス提供契約」を締結し， 同年

10月25日から翌16年2月14日までの間， 他の

プラットフォー ムでの就労と並行して， G社

の帽子やTシャツなどを着用しながら， カリ

フォルニア州においてG社のプラットフォー

ムを通じ就労した。この間 ， 原告が料金につ

いて個別に交渉をしたことはなく， 他人への

再委託を行ったこともなかった。

原告は， 配達の意思がないのに 注文を受

注してキャンセルをするなどの行動を複数回

行っていた。そのため2016年2月15日， 原告

はG社より， アプリの「状態」を待機中にし

ながら， 割り振られた注文を拒否し， または

注文物の配達を行わないことが多数にのぽっ

たこと等が契約上の重大な違反にあたるとし

て， 即時解約を通告された。そこで原告は，

カリフォルニア州法にもとづき， 最低賃金お

よび割増賃金の支払いと， 控除された業務費

用の返還を求めて， カリフォルニア北地区連

31) In re [Redacted], ALJ Case No. 016-23858 (N.Y. Unemployment Insurance App. Board, June 9, 2017)

32) Berwick v. Uber Inc., No.11-46739 EK (Cal. Lab. Commission, June 3, 2015) 

33) McGillis v. Dep't of Econ. Opportunity, 210 So. 3d 220 (Fla. Dist. Ct. App. 2017) 

34) ただし， プラットフォ ーマー 側からのサマリ ・ ジャッジメントの請求を棄却した決定として ， 0℃onner v. Uber. 82 F. 

Supp. 3d 1133 (N.D. Cal., 2015) ; Cotter v. Lyft. 60 F. Supp. 3d 1067 (N.D. Cal., 2015) . 詳細は， 藤木・前掲注4)で紹介し

た。

35) Lawson v. Grubhub, Inc., 2018 U.S. Dist. Lexis 21171 (N.D. Cal., Feb 8, 2018) 

36) なお， 同契約は2015年12月に改正され， 「サー ビス料」の項目が削除されるとともに， ドライバ ーの義務内容の一部が

変更された。
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表3 Grubhubの規約内容

専属性 ドライバ ー に専属性なし ， 他のPFでの兼業や ， 業務の再委託可能。
契約期間 60日間。 その後は自動更新。
最低就労時間 定めなし（ただし注文受注後のキャンセル不可）
サー ビス料 （旧内容）

1配達ごとに4.25ドルの基本料金と， 配達距離に応じた追加料金(0.5ドル

／マイル）。 ボ ー ナス（労働時間と受注率に応じる）。 最低報酬15ドル（た

だし75%以上の受注率）。 その都度ごとの料金交渉は可能（交渉がない限り

この規約が契約の条件となる）。

（改正後内容）

注文ごとに料金が提示される方式に改められ， 項目が削除。

設備投資 スマー トフォンの購入・ アプリのダウンロ ー ドのみ(G社からの車両の購

入 ・ リ ース義務なし）。 Tシャツや帽子 ， 配達鞄について， 貸与や購入の選

択が可能。

業務費用 配達費用は全てドライバ ー 負担
ドライバ ー の義務 (i) G社のアプリのダウンロ ー ド

(ii)同アプリヘの最低週一度のアクセス（改正により削除）

(iii)注文待機時， レストラン到着後， 食品輸送後， 輸送中のそれぞれにつ
いて， アプリの「状態」の更新

(iv)注文の拒否をしないこと（改正により削除）

(v) 24ヶ月の間に一度を超える事故を起こすことの禁止

(vi)担当地域のレストラン周辺への駐在（改正により追加）
サンクション 配達すべきものを配達しない場合， 配達の指ホに従わない場合， 義務違反

の場合過失の程度に応じて料金を没収

解約 相互に解約権あり。 契約違反があった場合には書面により即時解約可能。

また正当な理由がなくとも14日前に書面で告知することにより解約可能。

邦地方裁判所に提訴した37
\

判決の要旨は次のとおりである。 本件の争

点は， 原告がG社の被用者といえるかである。

この判断に際して は ， 労働 の態様と手段

(manner and means)に対する コ ントロ ー

ルの権利をプラットフォー マー が有するか否

かを一次的指標とし， 二次的指標として， ①

他の労働ないし事業への従事， ②就労に対す

るプラットフォーマー の指揮・監督 ， ③必要

な技能の程度， ④設備投資⑤就労期間の長

さ， ⑥支払方法⑦就労がプラットフォー マ
ー の通常業務の一環として組み込まれていた

か， ⑧当事者の認識 ， を用いる。

まず． 一次的指標について検討する。 G社

は， 配達のための車両移動経路配達所要

時間就労時の服装同乗者や再委託者につ
いて，

コ ントロ ールを及ぽしておらず ， 就労

者のレ ー ティング評価も行っていない。 むし

ろ ， 原告自身が． そもそも働くか否か， いつ

働くか， どのくらい長く働くかを決定してい

たといえる。 確かに， G社は， 事実上交渉の

余地なく， 料金を一方的に決定しており， こ

れは被用者性を肯定する要素となる。しかし，

シフト表を作成しつつも就労時間の上限・ 下

限を定めていなかったこと， 就労の完了を確

認せずに料金を支払っていることなどを踏ま

37) 本件に先行して G社の他のドライパーらがG社にクラス ・ アクションを提起しており そこでは連邦法（クラス ・

アクション公正法）が争点の一つとなっていた。 そして本件も， この先行するクラス ・ アクションに編入するか否かが問題

となっていた（結論的にクラス ・ アクションヘの編入を否定）。 かかる経緯の下で， クラス ・ アクションについて連邦地方

裁判所の事物管轄権(28 U.S. Code§1332 (d) (2) (2016))が本件にも及ぶとされた結果 ， 連邦裁判所で判決が下され

ることとなった。
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えれば労働の手段 ・ 態様へのコントロール
の程度は低い。

もっとも， 14日前の告知により随意に契約

を解約できることは ， G社にコントロールの

権利があったことを示唆する要素である。 し

かし問題となるのは， 随意解約の権利が， ど

の程度労働の態様と手段のコントロールをG

社に与えていたのか， である。 解約権が就労

者に強い影響力を及ぼしうるのは ， 多額の投

資を既に就労者にさせていた場合， フルタイ

ム就労の場合， 配達経路とスケジュ ールを管

理し就労者の収入をコントロールしていると

いえる場合排他的な就労を義務付けている
場合， 等である。 本件の事実関係は， これら

のいずれの場合にもあてはまらない。ゆえに，

G社の随意解約の権利は ， 原告の被用者性を

肯定するものとはいえない。 したがって， コ

ントロー ルの権利という一次的指標からは，

原告が独立契約者であることが強く示唆され

る。

では二次的指標はどうか。 ⑧当事者の認識

は， 低賃金 ・ 低技能の仕事について一方的に

契約条件を定めている本件のような場合には

重視されるべきではない。 他の指標について

みると， ①原告が他のプラットフォー ム上で

低賃金労働を掛け持ちしていたこと， ③配達

という誰でもできる仕事であったこと， ⑥事

実上時間単位での支払いであること， ⑦食品

配達業務はまさにG社の成長の原動力であ

り， 通常業務の一環であることは， 雇用関係

を肯定する方向に働く。 しかし ， ②G社の指

示 ・ 監督は認められないし ， ④設備投資がス

マ ー トフォン程度であること， ⑤原告の就労

期間が4か月程度と短く， 契約上もG社がド

ライバ ー と継続的関係を結ぶことが予定され

ていないことは， 原告の独立契約者性を肯定

する方向に働く。

これらを全体として考察すれば原告は被

用者ではなく独立契約者である。 いくつかの

二次的指標が被用者性を示唆しているとはい

え，他の指標は独立契約者性を肯定している。

そのうえ， 第一次的に重要な指標についてみ

れば， G社は ， 労働の態様と手段へのコント

ロールを行っていない。 そして ， 被用者か独

立契約者かはオール ・ オア ・ ナッシングであ

る以上， 独立契約者たる原告に保護は及ばな

い。 請求はいずれも棄却される。

以上が， 判決の要旨である。 本件は ， クラ

ス ・ アクションとして争われたわけではない

ため ， 判決の効力が及ぶのは原告一 人のみで

ある。 また， UberやLyftなどの他の主たる

対面型プラットフォー ムより， レー ティング

評価等の仕組みが緩やかであることも否めな

い。 しかし， プラットフォ ー ム就労者に関す

る連邦裁判所の初の判決であること， そして ，

同種の訴訟の多いカリフォルニア州法をめぐ

る判決であることから， 先例としての影響が

今後広範に及ぶものと思われる38)

(2)立法的対応

プラットフォ ー ム経済—特にUberのよ

うなライド ・ シェアリング分野の対面型プラ

ットフォ ー ムー�に対する立法的対応は， 連

邦法レベルではなく， 主として州法レベル ・

地方自治体の条例レベルで積極的に行われて

いる。 州法 ・ 条例の内容は， 安全性等につい

て調査委員会を設けるに留まるものから， プ

ラットフォー マ ー に， ドライバ ー の経歴 ・ 犯

罪歴のチェック義務を課すものまで， 多様で

ある39) 。 本稿の関心から注目すべき動きとし

て ， 次の二つを指摘することができる。
一つは， プラットフォー ム就労者の被用者

性を否定する規定が設けられるケー スが複数

あることである。 例えばフロリダ州法は ， 「運

送ネ ッ トワ ー ク企業(Transportation

Network Company; TNC)」という定義を設

38) Joel Rosenbit, GrubHub Dlivers Ruled Contractors 1n G磨Economy M1'Jestone. BLOOMBERG (Feb. 8, 2018) ,

h ttps:/ / www.bloomberg.com/ news/ articles/2018-02-08/ gru bhu b-dri vers-are-con tractors -judge-rules-in.bellwether-suit

Oast visited on Mar. 29, 2018)

39) Elizabeth J. Kennedy, Employed by an Algorithm: Labor Ji愴,hts 1n the On-Demand Economy, 40 SEATTLE U. L

REV. 987, 1003 (2017) . 同論文末尾には ， 2016年頃までにおける50州における関連州法の一党表が付されているが それに

よれば351'1'1で何らかのJ+I法が設けられている。
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けた上で40l, TNCによる就労時間指定がない

ことやドライバーに専属性がないなど一定の

要件を満たした場合，「TNCのドライバーは
独立契約者であり， TNCの被用者ではない」
旨を規定している41)。 他にも， ノースカロラ

イナ州， アー カンソー州， ケンタッキー州，
ウェストヴァージニア州に同様の規定があ

る。 これらの州法の規定は， 理論上， 連邦法

における被用者性の判断に影響を与えること
はない42)' とされる。 しかし， 州の最低賃金

法や労災保険・失業保険法にどのような影響
を与えるか等，法的効果が不透明な点も多く，

注視が必要となる。
もう一つの注目すべき動きは， 全米で唯一

の例ながら， 独立契約者たるドライバーに対
しても団結権・団体交渉権を付与したシアト

ル市条例が2015年に成立したことである。 同

条例は，「安全で信頼でき， 安定してコスト

効率的かつ経済的に維持可能な方法で輸送サ
ービスを提供する」ことを目的とすると宣言

する43)。続けて同条例は，①非営利性，民主性，
過去の協約締結経験など一定の条件を満たし

た団体を 市 の認証の下で交 渉代表 候 補

(QDR : Qualified Driver's representative)

とすること， ②交渉代表候補のうち， 有資格
ドライバー44)の過半数から支持を得た一つの

団体が， 排他的交渉代表(EDR : Exclusive 

Driver's Representative)となること， ③交

渉当事者双方が誠実交渉義務を負うこと， ④
労働協約の締結に際しては， 市の財政・行政
局(D e p ar tm e n t of Fin anc e and 

Administrative Services)に協約を提出し許

可を受ける必要があること， ⑤協約交渉の開
始から3ヶ月を経ても妥結に至らない場合に

は， 一方当事者の要求により利益仲裁に付す
こ と が で き る こ と， な ど が 規 定 されて い

る45)。 同条例に対しては， 使用者団体等が独
占禁止法に反する等として差止訴訟を2件提
起したが， 連邦地裁ではいずれも棄却され

た46)。 現在は連邦控訴裁判所で審理が継続中

であり， 効力が一時的に停止している47)0 

mプラットフォ ー ム経済の課題と学説

による対応の模索

アメリカのプラットフォーム経済を取り巻
く状況は， 以上の検討からわかる通り， 必ず
しも望ましいことばかりではない。 そこでア

メリカ労働法学説は， さまざまな課題につい

て， 解釈論的・立法論的な対処を模索してい
る。 そこで以下では， 4つの論点について，

学説の動向を紹介することとしたい48
\

40) Fla. Stat. §627.748 (2017) 同条( 1 )( e )によれば. TNCとは「デジタルネットワ ークを用いて事前に定めら
れた乗務を提供するドライバーと ． 乗客とを結びつける法人である。TNCは ． 苫面による契約に基づく場合を除き ． その
車輌または… ， •• ドライバー を所有し ， 統制し ． 運営し ， 指揮し ， 監督するものとはみなされない」。 アメリカ の各州法
を概観する限り ， Uber等を運輸サー ビスそのものと位檻付ける立場はむしろ少数派であるように思われる。
41) Id. §627.748 (9) (2017) 
42) Miriam Cherry, Are Uber and Transportation Network Companies the Future of Transportation (Law) and
Employment (Law) ?. 4 TEX. A&M L. REV. 173, 189-190 (2017) 
43) Seattle. Wash., Municiple Code Ch.6.310, §6,310.735 (2016) . 
44) 行政規則によれば． 少なくとも90日間の契約関係があり かつ過去1年のうち任意の3ヶ月において少なくとも52回
の乗務を提供した者が有資格ドライパ ー である。Seattle Director of Finances and Administrative Services. Rule FHR- 1 
(May 26, 2017) . http://clerk.seattle.gov/℃ Fs/CF _320270.pdf (last visited on Mar. 27, 2018) 
45) See, Charlotte Garden, The Seattle Solution: CollectJ·ve Barga1n1ng by For-luie Drivers & Prospects for Pro-Labor 
Federalism, HARV. L.& POL'Y REV., Online Pieces, (Jan. 2018) http://harvardlpr.com/wp-content/uploads/2018/0l/
Garden-SeattleSolution.pdf (last visited on Mar. 28. 2018) 
46) Chamber of Commerce v. Seattle, 2017 U.S. Dist. LEXIS 120884 (W.D.Wash. Aug. 1. 2017) : Clark v. Seattle, 2017 
2017 U.S. Dist. LEXIS 136322 (W.D.Wash. Aug. 24, 2017) 
47) Chamber of Commerce v. Seattle. No.17-35640 (9th Cir. Sep.7, 2017) 
48) その他例えば， ①就労者に クラス ・ アクションを提起する権利や団体行動を行う権利を放棄させ． 紛争を全て仲裁
に付託する規約は有効か ． ②1+1や地方自治体による独自のプラットフォ ー ム規制が ， 連邦先占を侵害することにはならない
か③プラットフォ ー マ ー の使用者性を認めうるか等いずれもアメリカ法を理解するうえで重要な論点ながら ． 紙幅と能
カの制約上 ， 紹介できない。
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1. 被用者性について

被用者性の有無は， 労働法上の保設がプラ

ットフォ ー ム就労者に及ぶか否かを決める最

重要の法的争点の一つである。 社会的にも，

被用者性の有無が就労者のアイデンテイティ

一認識に影響を与えると指摘されており 49) '

解決の必要性は高 い。 しかし， II.2. (1) 

で検討した通り ， 被用者性の有無をめぐって

は混乱が生じている。 では学説はこの問題に

どう取り組んでいるだろうか。 解釈論的提言

と立法論的提言に分けて紹介したい。

(1)解釈論的提言

比較的多くの学説は， 現行法の下でも，

Uber のような対面型プラットフォ ー ムで就

労する者を「被用者」と解釈することが可能

だと指摘している。 例えばシャロン ・ プロッ

ク教授は， 連邦議会の公聴会において， 現行

法上， 就労者を被用者と独立契約者の い ずれ

とみなすかの判断をする際の主たる指標が

「企業家的機会の有無 (the opportunity for 

entrepreneurial gain or loss) 」であることを

指摘し， この指標によれば， 現在のプラット

フォ ー ム就労者の多くは ， 現行法の下でも被

用者性を肯定しうるとする。 彼女によれば，

労働法の原則がイノベーションや柔軟性を損

なう， と いう物語は現実に反した神話にすぎ

ず， プラットフォ ー ムに合わせて法律を修正

することは危険ですらある。 なぜなら， 第一

に， それは経済的なリスクの大部分を 企業

や政府から個人へと転嫁することにつながる

からである。 生活できるだけの賃金， 安全な

職場環境 ， 退職年金， 失業期間中の生活保障

等のリスク要因を個人に転嫁させることは望

ましくない。 そして第二に， 判断甚準が不透

明になるからである。 現行法の被用者性判断

は， 何十年もの判例の蓄積によって生まれた

ものであり ， プラットフォ ー ム就労者のみを

包摂する新たな定義を示すことは容易ではな

ぃ。 また， プラットフォ ー ム経済の外にお い

て， 現在就労者を被用者として遇している者
に 分類を変えようとするインセンテイプを
与えかねない危険がある。 ゆえに， 労働法の

原則とイノベーションや柔軟性の調和を模索

するべきであり ， いたずらに法規制を改める

べきではない
50

\

同様に， ベンジャミン ・ サックス教授も

Uber を例に挙げつつ， プラットフォ ー ム就

労者はまぎれもなく被用者であると指摘して
いる叫また， キャサリン ・ フィスク教授は

ハリウッドの脚本家の歴史を52)
, ウィ ー ナ・

デュバル教授はタクシー ・ ドライバーの歴史

を53)
' それぞれ参照しながら， 特定業種の就

労者を一律に独立契約者とみなすことは適切

ではない 旨を指摘している。

もっとも， 現行法による対処可能性を説い

ているとはいっても， 学説は， 現行法の被用

者性判断の指標が曖昧であることに問題を感

じていない訳ではない。 例えばリチャー ド ・

バレス教授は， 学生との共著論文にお い て，

被用者性の判断基準には様々な要素が含ま

れ， かつ決定的要素 (controlling factor) が

ないため， 現行法の判断基準は裁判官の判断

を 適切に統 一 できて い な い と 指摘して い

る54)。 ただし同教授は， 個々の就労者によっ

てプラットフォ ー ムの利用の態様が異なる以

上 ， 時間もコス トも か か る が (time

consuming and costly) , 個別の ドライバー

について事案ごとに被用者性を判断するのが

49) V.B. Dubai, Wage Slave or Entrepreneur?.- Contesting the Dualism of Legal Worker Idenu·ues. 105 CAL. R. REV. 65, 
104-120 (2017) 
50) The Shanng Economy: Creating Opportunities for Innovation and Flexibility, Heanng Before the且Comm. on 
Education and the Workforce, 115th Cong. (Sept. 6, 2017) (Statement of Sharon I. Block) 
51) Benjamin Sachs, Do We Need an'Independent Worker" Category? ON LABOR (Dec. 8 2015) , https:/ /onlabor 
org/do-we-need-an-independent-worker-category/ (last visited on Mar. 27, 2018) 
52) Catherine Fisk. Hollywood Writers and the Gig Economy, 2017 U. CHI. L. FORUM 177. 202-203 (2018) . 
53) Duba!, supra note 49. at 122. 
54) Richard A. Bales & Christian Patric Woo, The Uber Million Dollar Question: Are Uber Drivers Emploees or
Independent Contractors? 68 MERCER L. REV. 461. 483-486 (2017) 
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最も効果的だと結論付けている。

これに対して ， ベンジャミン ・ ミー ンズ教

授とジョセフ ・ ザイナ ー教授は ， 共著論文に

おいて， 究極的には労働法の再編が避けられ

ないと認識しつつも， さらにすすんで ， 当面

の救済のためには ， 事案ごとに就労者の「柔

軟性(:flexibility)」—就労時間就労場所 ，

単価就労頻度， 就労態様を自由に選択でき

るか の程度を判断する必要があると説

き， 裁 判 所 に 解 釈 論的 な 対応を促し て い

る55
)。 またカニンガム＝パ ー メ ー タ教授も，

現行法における被用者性の判断基準の中心が

「コントロ ール」という概念にあること， し

かしその意味する範囲が「労働の態様と手段」

に狭く限定されていることを指摘し， 対象を

労働条件にまで広げ， かつコントロ ールの方

向性が一方的か双方向か， 相手方の負う義務

の程度等を加味して考慮することにより「コ

ントロ ール」概念を柔軟に拡大解釈すべきこ

とを提言する56)。

以上のように， アメリカの労働法学説は概

して， 対面型プラットフォ ー ムの被用者性を

法解釈によって認めうることを強調する傾向

にある。 確かに， とりわけUberを念頭に置

く限り， こうした評価には納得できるところ

が多い一方で ， 連邦裁判所が被用者性を否定

する判決を下したことをも考慮すれば， はた

して今後も学説の期待通りの方向で判例が形

成されていくか ， 疑問の余地も残る。 また，

被用者性判断の指標を拡張的に再解釈するこ

とで解決を図るアプロ ー チについても， 裁判

所においてどの程度受け入れられるかは明確

ではない。

(2)立法論的提言

そこでアメリカの一 部の学説は ， プラット

フォ ー ム就労者の被用者性に関して ， 立法論

的な提言を試みている。 その方向は箪者のみ

るところ大別して ， (a)被用者 ・ 独立契約

者の二項対立を超えて， プラットフォ ー ム経

済に適用される第三カテゴリを創設する立場

と， (b)プラットフォ ー ム就労者を被用者

と推定する規定を設ける立場に分かれる。

a第三カテゴリの創出

労使関係論のセス ・ ハリス教授と経済学者

のアラン ・ クルーガー教授は ， 共著論文にお

いて， 被用者と独立契約者の中間に「独立労

働者(independentworker)」を設けるべき

との提言を行い57) . 大きな注目を集めた。 ハ

リス教授とクルーガー教授によれば現行法

における被用者性判断は ， 時間とコストをか

けて結果の見えない法的闘争をせざるを得な

い点 ー貰性を欠いている点 ひとたび独立

契約者に分類されると法的保護が原則として
一切得られない点から ， 就労者にもプラット

フォ ー マ ーにも有害である。 そこで ， 彼らは ，

独立労働者という第三カテゴリを創出して ，

①独立労働者に団結権 ・ 団体交渉権を付与

し58)
' ②現在は意図的な人種差別に対しての

み与えられる差別禁止法上の保護を 独立労

働者にも拡大するとともに， ③プラットフォ
ー マ ーに就労者の社会保険料（年金， メデイ

ケイド）を負担させ ， 所得税の源泉徴収事務

を代行させるべき， と提言する。 他方で彼ら

は， ④独立労働者の労災保険への加入はプラ

ットフォ ー ムの自由に任せるべきであり ま

た ， ⑤独立労働者には最低賃金規制 ・ 割増賃

金規制を適用すべきではなく， ⑥失業保険に

も加入させる必要はない， と主張する。 なぜ

ならば④については ， 罹災した独立労働者

は不法行為法を通じて使用者に賠償を求めう

るからであり， ⑤ ・⑥については ， プラット

フォ ー ム経済の下で独立労働者の労働時間を

55) Benjamin Means & Joseph A. Seiner. NaVIgath1g the Uber Economy, 49 U. C. D. L. REV. 1511, 1539-45 (2016) . 

56) Keith Cunningham-Parmeter, FI四m Amazon to Uber Deガi1111g Employment 111 tl1e Modern Economy, 96 B. U. L.

REV. 1673, 1704-14. 1717-23 (2016)

57) Seth Harris & Alan Krueger, A Proposal for modermi111g Labor Laws for Twenty-F1rst-Century W01k The

'Independent Worker." The Hamilton Project (Dec. 2015) . http://www.hamiltonproject.org/assets/files/modernizing_

labor_laws_for_twenty_first_century _work_krueger_harris.pdf (last visited on Mar. 27. 2018)

58) 同時に ， 独占禁止法の適用除外を明文で立法化することも求めている。Id. at 16-17 
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正確に計測することは不可能であるからであ

る。

彼らの提言に対しては，

一定程度賛成する

論者もいる。 例えばオーリー ・ ロー ベル教授

は， 差別禁止法上の保護を独立契約者にも及

ぼすべきとしたうえで， 新たなカテゴリを設

け， そのカテゴリに属する者について， 最低

賃金 ， 割増賃金 ， 年次休暇の権利の面では被

用者と扱わずともよいが ， 団結権や安全衛生，

さらには健康保険や労災補償 ， 年金や源泉徴

収の面では被用者と扱うべきであるとの見解

を示している59)。 同教授は， プラットフォー

ム経済が問題視される原因は現行法の下で独

立契約者には一切保護が与えられないことに

あると指摘し， 被用者と独立契約者の二元論

で十分と考えるのは， 問題を直視しない態度

だと批判している。

しかし， 多くの労働法学者は， 概ね次の2

つの理由から， 第三カテゴリの創出には反対

している。 第一に， 反対者らは， プラットフ

ォーマ ー が就労者の労働時間を正確に測定で

きないという前提を批判する。 呼び出し労働

者(on-call worker)や休憩時間の長い労働

者に対する労働時間の計測は行われてきてい

るし， そもそも， GPSを通じた管理が可能

となったからこそプラットフォー ムというビ

ジネスモデルが生じてきたのであるから， 労

働時間の計測はより容易になっていると考え

るべきである60)。 また第二に， 反対者らは，

第三カテゴリの就労者を既存のカテゴリの就

労者らと区別する法的メルクマ ー ルが提示さ

れておらず ， 却って混乱を招く可能性が高い

と指摘する。 第三カテゴリの創出により被用

者としての地位を失う就労者も出てくるであ

ろうし， 比較法的にみても， うまくいく可能

性が高いとはいえない61)
0 

筆者のみるところ， 第三カテゴリ創出の提

案はあくまで試論であり もちろん今後この
方向でアメリカの議論が進む可能性もある

が， 今のところその可能性は低いように思わ

れる。 第三カテゴリを被用者 ・ 独立契約者と

区分する法的なメルクマ ー ルの整備が十分で

ない以上， 被用者が第三カテゴリに「降格」

する懸念は残るし， 対面型プラットフォー ム

の就労者の時間管理が不可能であるとの主張

にも疑問符が付くからである。

b. 推定規定の立法化
一部の研究者らは， 被用者と独立契約者の

二元的制度を維持しつつも， プラットフォー

ム就労者を被用者と推定する規定を立法で設

けるべきだと主張している。 例えば， ミリア

ム ・ チェリー教授は， イタリアのアントニオ・

ァロイシ教授との共著論文において ， デフォ

ルト ・ルー ルを改正し， プラットフォー ムで

一定時間就労した者を被用者と推定する規定

を設けるべきだとする。 すなわち ， 現在の仕

組みでは， 誤分類への異議申立ての負担を就

労者側が引き受けなければならない。しかし，

分類を操作するインセンティブは， プラット

フォーマ ー側にある。 よってデフォルト・ル
ー ルを導入して ， 就労者を被用者とすること

に異論のあるプラットフォーマ ー が就労者

に対して訴訟で， あるいは社会保険庁ないし

内国歳入庁に対して行政手続で， 異議申立て

を行う負担を引き受けるべきである。 またこ

の場合 ， 真正の独立契約者に対してはオプト ・

アウトを認めてもよいが ， プラットフォー ム

の規約等により一方的にオプト ・ アウトを適

用することができないようにすべきである ，

59) Orly Lobel. The GぼEconomy & tl1e Future of Employment and Labor Law, 51 U.S. F. L. REV. 51. 63-69 (2017) . 

ただし同教授は ， 複雑な被用者性の判断基準を簡素化するなどの解釈論的対応も 同時並行的に行うべきことも指摘してい

る。

60) Block. supra note 50; Sachs, supra note 51; Cherry & Alosi 1nfra note 62. at 678 ; Brishen Rogers, Redefimng 

Employment for Modem Economy, American Constitution Society for Law and policy (Oct 2016) . https:/ /www.acslaw 

org/sites/defaulUfiles/Redefining_Employment_for_the_Modern_Economy.pdf (last visited on Mar. 27. 2018) [Hereinafter 

Rogers, Redeガ11111g]

61) Block. supra note 50: Rogers, Redefimng, supra note 60, at 5- 6; Cherry & Alosi, 1nfra note 62, at 677-678 
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というのがチェリー 教授らの提言である62
\

また， プリッシェン ・ ロ ジャ ー ス教授も，

推定規定の立法化を主張している。すなわち ，

オンライン ・ プラットフォ ー ムで働く就労者

については被用者性が推定されることを明記

すべきであり， 雇用関係を否定する当事者に

証明責任を負わせるとともに，救済の面では，

重大な損害については付加金及び懲罰的損害

賠償による救済を認めるべきである， という

のが ロ ジャ ース教授の提言である63)。ただし，

被用者性の推定に際しては， 就労者に対して ，

①就労者の現在の地位 ， ②その法的帰結 ， ③

地位決定の基準 ， ④不満がある場合の行政機

関等への異議申立て方法， の四点をプラット

フォ ー マ ー に明示させ， かかる明示がない場

合に被用者性を推定する ， という手続きを提

唱しており， チェリー 教授らの提言よりは緩

やかな推定ルー ルとなっている。

興味深いのは， ロ ジャ ース教授がかかる推

定ルー ルの規範的根拠付けを試みている点で

ある。 彼の指摘によれば，「『雇用』とは， 法

が特定の就労関係を位置づけるためのカテゴ

リ ， すなわち， 使用者に特定の義務を負わせ，

相関する特定の権利を被用者に付与するため

の法的なカテゴリであ」り64) ' 公正さや政策

的考慮を実現するためには何を雇用とみなす

のが望ましいか， という価値判断のレベルの

問題である。 そして， 望ましい政策を考える

に際しては， 「反支配原則(Anti-Domination

Principle)」が重視されるべきである。 すな

わち ， 「善にして公正な民主主義社会は， そ

の成員全てを ， 支配から保護しなければなら

ない65)」。 具体的には， ①二者間の契約関係

において， 一方当事者が， 他方当事者の恣意

的な要求に応じざるを得ないほど， 不均衡な

カで支配される場合や， ②市場構造の下で自

らの能力(capacities) を発展 ・ 行使するこ

とを妨げられている ， といった構造的支配に

服する場合には， 保護が必要となる。 確かに，

この考え方からすれば， どの程度の不均衡で

あれば「雇用」となるのか， 厳密かつ明瞭に

一線を引くことはできない。 しかし， 上記2

つの場合について被用者性が推定される旨の

立法を設けておけば， 裁判所は複数の指標
66)

を用いて望ましい価値を達成できるはずであ

る6
7)。 以上の論理によって， ロ ジャ ース教授

は ， プラットフォ ー ム就労者の被用者性が認

定できると主張している。 ｀

筆者のみるところ， 現下の政治的情勢の下

で推定規定の立法化が果たされる可能性はき

わめて低い。 また， 立法化を目指すならば，

推定規定の具体的な手続や， その規範的根拠

づけについて ，
一層の議論の深化が求められ

よう。 しかし， この学説は， 実体法上は被用

者ー独立契約者の二元的制度を取るアメリカ

において ， 被用者性の推定という手続法的な

面から手当を施そうとしており， 注目に値す

るように思われる。

2 経済法との関係について

シアトル市条例のように， 独立契約者にあ

たる就労者（ドライバ ー ）に対し， 州法 ・ 条

例を通じた保護を与えることも， プラットフ

ォ ー ム経済への一つの有力な対応策である。

しかしこの対応策が可能となるためには ， 前

提として ， 独立契約者に法的保護を与えるこ

とが ， 反トラスト法に抵触しないか， という
問題が解決されている必要がある。 シャ ー マ

62) Miriam A. Cherry & Antonio Aloisi, Dependent Contractors 1n the G1g Economy- A Comparaa·ve Approach, 66 AM
U. L. REV. 635. 682-684 (2017) . なお同教授らは ， 安全策として 一定の楊合にはいわゆるセ ー フハ ー バー ・ ルー ルを設け

ることも提言している。

63) Rogers, Redefimng, supra note 60
64) Brishen Rogers, Employment Rぽhts 1n the Platform Economy: GettJng Back to E1s1cs, 10 HARV. L. & PoL·Y REV
479. 497 (2016) . [Hereinafter, Rogers, Employment Rぼhts]
65) Id. 500
66) 具体的指標としてロジャ ー ス教授は ， 連邦労働省による公正労働基準法の解釈指針 (U.S. Dep't of Labor, Wage &
Hour Div., Administrator's Interpretation No.2015-1 (July 15, 2015)) を用いることで足りると考えているようである。

Rogers. Employment Rぼhts, supra note 64. at 513.
67) Id. at 512
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ン法第1条は， 州際「取引または通商を制限

するすべての契約， トラストその他の形態を

とる結合または共謀」を違法とし68> . 同2条

は ， 州際「取引または通商のいずれかの部分

を独占化し， もしくは独占化を企て ， または ，

独占化する目的をもって他の者と結合もしく

は共謀」することを違法としている69) 。 しか

し， ①クレイトン法6条のレイバー ・エグゼ

ン プ シ ョ ン70)
' ま た は ②州 の 行 為(State

action)による免責71) のいずれかが認められ

れば， 反トラスト法は適用されない。 では，

対面型プラットフォ ー ムの就労者による団結

や団体交渉に対し， 反トラスト法が適用され

るだろうか。

すでに2. (2)で述べた通り， 連邦地方

裁判所はいずれも反トラスト法の適用を否定

しているが， 学説もこの結論を支持している。

第一にレイバー・エグゼンプションについて，

過去の連邦最高裁判決をふまえれば叫独立

契約者たるドライバーを組織する組合にもレ

イバー・ エグゼンプションが及ぶという解釈

が支配的である73)。 ただしこの解釈は ， 独立

契約者が保護されるべきだからというより

も， 被用者と独立契約者が混在する職業にお

いては， 組合員たる被用者を不公正競争から

保護する必要があり その反射として， 独立

契約者を代表することも許される， という論

理に基づいているように思われる。 したがっ

68) 15 U.S. Code§1 (2016)

て， 被用者が一 切存在しない職業の場合や，

独立契約者を代表する団体が同職種被用者を

組織化していない場合， レイバー・エグゼン

プションの射程が及ばない可能性があること

に留意が必要となる7
4) 。

また第二に， 1+1の行為による適用除外につ

いても， こ れを肯定す る立 場が主流であ

る75)。連邦最高裁の先例によれば76)
' 州の行為

による適用除外が認められる要件は， ①問題

となっている制約が， 州の政策として明示的

に起草され実体的に表現されていること か
つ， ②当該政策が州によって実質的に監督さ

れていること， である。 学説によれば， ①に
ついて， 州法で団結権や団体交渉権を認める

場合には問題とならないし， 地方自治体の条

例による場合でも， 州法の下で安全衛生の権

限が地方自治体に委譲されていることが一般

的であるから， この点を立法H的に盛り込む

ことで， 反トラスト法の適用を免れる余地は

大きいだろう。 また②についても， シアトル

市の条例のように， 協約や排他的代表選出に

市当局が関与することを明記すれば反トラ

スト法の適用を免れる公算が高い， と学説は

考えている。

以上の通り， 学説は， 反トラスト法の解釈

を通じて， 独立契約者にも一定の労働法的保

護を及ぼすことに努めている。 連邦地裁がシ

アトル市条例の合法性を承認したことからも，

69) 15 U.S. Code§2 (2016) . 訳文は村上政t尊「アメリカ独占禁止法〔第2版〕」（弘文堂. 2002年）を参照した。

70) 「人間の労働は通商の対象と なる商品や原料ではない。 反トラスト法におけるいかなる規定も ． 相互扶助(mutual

help)の目的のために構成され． かつ査本金(capital stock)を有せずもしくは利ii月のために活動しない ， 労働……団体を

禁止するものとして解釈されてはならず ． または． 係る団体の個別の成貝が合法的にその正当な 目的を実行することを禁止

するものとして解釈されてはならない。」15 U.S. Code§17 (2017) 

71) 村上· 前掲注69) 266頁以下参照。

72) Am. Fed'n of Musicians of U.S. & Canada v. Carroll, 391 U.S. 99 (1968) (オ ー ケストラの指揮者の報酬を交渉した組

合を免買）； Local 24 of Int'! Bhd of Teamsters v. Oliver. 358 U.S. 283 (1959) (運送ドライパーのための最低報酬を交渉し

た組合を免衷）： H.A. Artists & Assocs. v. Actors'Equity Ass'n, 451 U.S. 704 (1981) (俳優組合のlicensing systemを免

資）．

73) Dmitri Iglitzin & Jennifer L. Robbins, Theばy of Seattles Ord1nance Prov1d1ng Collective Bargaim'ng Rぼhts to

Independent Contractor For-Hケe Drivers: An Analys心ofthe Major Legal Hurdles. 38 BERKLEY J. EMP. & LAB. L. 49.

57-60 (2017) ; Kennedy, supra note 39. at 1027

74) ただしシアトル市の場合唯一のQDRであり. EDRにも なったチ ー ムスタ ー 労組のロ ーカル117が ， 扉用されたタ

クシー ・ ドライパ ーも組織化している。

75) Garden, supra note 45, at 11 & 15-20; Iglitzin & Robbins, supra note 73, at 60-65; Kennedy, supra note 39. 1030-34. 

76) Parker v. Brown, 317 U.S. 341 (1943) . 
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この解釈が判例で承認される可能性は高い。

3. 差別禁止法について

プラットフォ ーム経済の大きな特徴の一つ

がレ ー ティング評価による労働力管理機能の

外部化であるが， 学説は， この仕組みの下で

差別が起こる懸念を指摘している
77)。 利用者

のもつ特定の属性への偏見がレー ティング評

価に反映されることで特定の属性の就労者

に対して， 就労機会や報酬の面での差別が生

じる可能性があるからである。

もっとも， 調査がさほど進んでいないこと

もあり， プラットフォ ーム経済における雇用

差別の実態は不明な点も多い。 管見の限り，

雇用差別に関する唯一の統計的な調査は， ジ

ェンダ ー を理由とする賃金格差に関するもの

である(II.1. (4)表2参照）。 それによ

れば「教育レベルやフィー ドバック ・ スコア，

勤続年数が同じであるにもかかわらず， 平均

して， 女性の時間給は， 同職種の男性のそれ

よりも有意に低い
78) 」。 この統計の調査対象

である「時間給」は， プラットフォ ー ム就労

者自らが設定した1時間当たりの希望額であ

るため， 女性就労者が自らの労働の価値を低

評価する傾向がある， と考えうる一方で， 女

性就労者は， 低い額でも仕事をせざるを得な

いほど，金銭的必要性に追いつめられている，

あるいは ， 価格交渉が女性に不利に働く， と

も解釈できる79)。 議論を深めるためにはさら

なる調査が必要と思われるが ， 少なくともジ

ェンダ ー の文脈で一定の格差が生じつつある

ことは否めないだろう。 では学説は， この格

差を是正するために何をすべきと考えている

だろうか。

理論的には， プラットフォ ー マ ーが15名以

上の被用者を抱える使用者であり， 就労者が

被用者であるならば， 公民権法第7編により

「人種 ， 肌の色， 宗教， 性別， 出身国を理由

とする」不利益取扱いは禁止される8
0
)。 しか

し， 有色人種や女性就労者の多い職種におい

ては誤分類が生じやすい可能性が指摘されて

おり叫またレ ー ティングシステムの下では，

差別的意図の証明が難しいことも懸念されて

いる82)。 そこで， 格差の可視化と証明の容易

化のために， プラットフォ ー マ ー に対して，

人種利用情報の収集と公開を義務づける立法

的措置をとることが考えられる83)。 また， プ

ラットフォ ーム経済を舞台とした「第三世代

の差別」に対しては， 行政ガイドラインを通

じて， プラットフォ ー マ ー 自身に差別抑制的

手段を講ぜしめる—差別につながりうる属

性をブラインド化する， 平均的な時間あたり

賃金率を公開させる―可能性を追求する84)

ことも考えられよう。 以上のように学説も，

具体的な対策を示しているとは言い難いが，

まずは実態の適切な把握を可能とする方法を

模索しているように筆者には思われる。

4. クラス ・ アクションについて

最後に， クラス ・ アクションをめぐる問題

についても簡単に検討する。 プラットフォ ー

ム経済における法的紛争は，被用者性の有無，

という就労者に共通する争点が問題となるこ

とから， プラットフォ ー マ ー に対してクラス ・

アクションの形で提起されることが多い85
\

例えば， ラ イ ド ・ シェアリング部門の雄

77) Nancy Leong, New Economy, Old Bぼses, 100 MINN. L. REV. 2153. 2162 (2016) ; See also, Brishen Rogers. The

Soc1al Cost of Uber, 82 U. CHI. L. REV. DIALOGUE, 85. 95 (2016) 

78) Barzilay & Ben-David, supra note 20. at 420 

79) Id. at 420-421. 賃金格差の大きい戦種（例えば法律職）では ， 仕事の難易度による臓域分離が生じている可能性も指摘

されている。Id. at 417

80) 42 U.S. Code 2000e-2 (2016) . 

81) Charlotte S. Alexander. Misclass沿cation and AntJa応icnm1nation: An Emp1i1i:al Analysis, 101 MINN. L. REV. 907. 

925-926 (2017)

82) Leong, supra note 77, at 2165; Barzilay & Ben-David. supra note 20. at 424.

83) Leong. suprc1 note 77. at 2165-66

84) Barzilay & Ben-David, supra note 20. at 429-431

85) Joseph A. Seiner, Ta11onng Class Actions to the On-Demand Economy, 78 OHIO ST. L. J. 21, 46-53 (2017)
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Uberに対する訴訟においては， 16万人規模

のクラス ・ アクションが提起されている86
\

しかし， クラスとして承認されるためには，

①構成員の多数性， ②事実問題 ・ 法律問題の

共通性， ③クラス全体の中での典型性， ④ク

ラス全体の利益を代表する適切性， が要件と

なる
87)

。 なかでも要件②について ， 近年の連

邦最高裁は「同 一の訴訟でクラス全体に適用

しうる解決をもたらす性質のものでなければ

ならない」として88)
' 厳格に解釈をする傾向

がある。 ある学説は， この傾向に照らした場

合， 果たしてクラスが現行の規模で承認され

るか疑問だと指摘する
89) 。被用者性の判断は，

本質的には事実分析的な探求であり ， 就労者

の労働時間 ・ 賃金率． スケジュ ー ル等が異な

る以上， 個別の判断が求められるからである。

正確にはどのくらいにすべきとはいえない

が ， 少なくとも， クラスをより細分化して ，

1万人規模にすることが望ましいのではない

か90)
' というのが ， 学説の主張である。

筆者のみるところ， 上記主張は， プラット

フォ ー ム経済における紛争をどの程度の規模

で解決すべきか， という問題を提起している

点で重要である。 訴訟による紛争解決は， 原

則として個別事案ごとの解決である。確かに ，

個別の解決であっても， 判例の先例拘束性を

通じて ， 後続事案が事実上解決される効果は

期待される。 しかし， 必ずしも効率的な紛争

解決に結びつかない場合もあろう。 他方で，

クラス ・ アクションの法理を通じた集団的解

決が必ずしも適切ではないとすれば， 他にど

のような手段を取りうるだろうか。 また ， そ

の規模はどの程度であることが望ましいだろ

うか。 これらの論点は， 今後のアメリカ労働

法学の課題として議論されていくことになろ

っ。

86) 0℃ onner v. Uber, 82 F. Supp. 3d 1133 (N.D. Cal., 2015)

N. 結びに

アメリカにおけるプラットフォ ー ム経済を

めぐる現状と課題を改めて要約しておこう。

アメリカで「プラットフォ ー ム経済」と呼ば

れる現象は， Uber等の対面型プラットフォ
ー ムにおける副業的就労を中心として ， 就労

人口の1割前後まで拡大してきている。 就労

者らは， 主たる収入の補完や就労時間の自由

を求めているが， 就労の不安定性や不公正な

待遇に不満を抱いている。 そのため ， 連邦裁

判所を中心に大規模な法的紛争が生じつつあ

るが必ずしも就労者は労働法上の保談を得

られているわけではない。 州や地方自治体を

中心として ， 立法の整備も進行中である。 学

説においては， プラットフォ ー ム就労者が被

用者といえるか否かが中心的論点となってお

り， 解釈論的対応に加え， 第三カテゴリの創

出 ・ 被用者性の推定などの立法論的対応も模

索されている。 その他にも， 経済法との交錯

や差別禁止法の実効性， クラス ・ アクション

を通じた解決可能性をめぐって ， 重要な議論

が展開されている。

本稿の内容は， プラットフォ ー ム経済の進

展に関する， 箪者なりの現段階での見取り図

にすぎない。 アメリカ労働法研究のさらなる

進展と， クラウドワ ー クをめぐる今後の議論

のささやかな一助となれば幸いである。

87) Fed. R. Civ. P. 23 (a) . 浅香吉幹「アメリカ民事手続法〔第2版〕」（弘文堂 ， 2008年） 38頁。

88) Wal-Mart Sotres. Inc. v. Dukes, 564 U.S. 338 (2011) . 永野秀雄「1964年公民権法第7綴にもとづく大規模クラスアク

ションの限界」労働法律旬報1754号(2011年） 43頁。

89) Seiner. supra note 85, at 4344. 

90) Id. at 62

季刊労働法261号(2018年夏季） 77 




